
◆内容……結婚支援センター入会時に支払った経費
　　　　　　　について上限1万円を支援します。

【対象経費】　・入会費用　・紹介料

◆対象者……以下の全てを満たす方が対象となります。

・令和５年４月１日以降に結婚支援センターに入会された方

・申請日時点で３９歳以下の方
・申請日時点で１年以上松島町に在住の方

「あなたを待っている人がいる」

最大１万円の支援金を交付します

〈 問合先 〉 松島町企画調整課

  ☎ 022 – 354 – 5702

 ✉ info@town.matsushima.miyagi.jp

松島町が

あなたの出会いを

支援します。

（令和8年度版）

【対象となる結婚支援センター】

みやマリ！
 （みやぎ結婚支援

センター）

みやぎＰＩＳＡ
（みやぎ青年婚活
サポートセンター）

松島町公式HP　
出会いサポート事業

　申請様式や事業の詳細については、町ホームページを　　

　確認いただくか、右記の問合先までご連絡ください。

出会いサポート事業支援金


